
 

 

 

 

 

 

 

多様な人材が安全に、かつ安心して働き続けられる職場環境の整備を

推進するため、個人事業者等に対する安全衛生対策の推進や、職場の 

メンタルヘルス対策の推進などの措置を内容とした改正労働安全衛生法

が段階的に施行されています。 

改正内容の説明会を下記日程により開催します。ご参加ください。 

 
 

日時 会場 

松江会場 
令和８年７月８日（水） 

13 時 30 分から  

テクノアークしまね 

（松江市北陵町１番地） 

出雲会場 
令和８年６月 30 日（火） 

13 時 30 分から  

朱鷺会館 

（出雲市西新町２丁目 2456 番地４） 

浜田会場 
令和８年６月 29 日（月） 

13 時 30 分から  

島根県トラック協会西部研修会館 

（浜田市下府町 327-114） 

 

 

詳細につきましては 

島根労働局労働基準部健康安全課 0852－31－1157 

までお問い合わせください 

 

島根労働局公式キャラクター 

しじろー 

 
改正労働安全衛生法説明会 

のご案内 


